
平成 23 年度

中学 1・２・３年生および高校１・２・３年生（16・１７・１８歳相当）

および平成 4 年度生（19 歳相当）の女性と保護者の皆様へ

子宮頸がん予防ワクチン接種事業の開始について

厚真町では、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスの感染を防ぎ、子宮頸がんの発生のリスクを軽

減させるため、上記ワクチン接種費用の助成を平成２３年８月１日より再開することになりました。

つきましては、下記日程で実施いたしますので、接種を希望される場合は、事前にあつまクリニックへ予約を

おこなってください。

なお、このワクチンは、3 回接種しないと効果がでないため、必ず３回接種するようにしてください。

記

■接 種 場 所■ あつまクリニック

■接種実施期間■ 下記日程で都合のよい日に接種してください。

≪１回目≫ ８月１日（月） ～ ８月２０日（土）

または 9 月１日（木） ～ 9 月２０日（火）

☆2 回目、3 回目の接種は、1 回目接種後、1 か月後および 6 か月後になります。

例）1 回目：８月１日接種→2 回目：９月１日頃→3 回目：２月１日頃

例）1 回目：9 月１日接種→2 回目：10 月１日頃→3 回目 3 月１日頃

■接種実施時間■ あつまクリニック診療時間内

※１ ワクチン確保のため、事前に予約が必要です。７月２３日（土）までに

あつまクリニック（ＴＥＬ２７－２４２２）へ直接電話にてお申込みください。

※２ 接種当日は、直接あつまクリニックへお越しください。

※３ 原則、保護者の同伴が必要です。

※４ 慢性疾患等があり、あつまクリニック以外の医療機関で接種を希望される場合は、

町民福祉課健康推進グループ（保健師）までお問い合わせください。

※５ 妊娠されている方は、接種できません。

※６ 接種当日、厚真町に住所を有する方が対象となります。

■接 種 費 用■ 無 料

※平成 2３年度中（Ｈ2４年 3 月 31 日接種分まで）のみの助成となります。

■持 ち 物■ ①母子健康手帳（接種記録を記載します） ②印鑑

※母子健康手帳がない場合は、接種済証を交付します。

接種済証は、大切に保管してください。

■お問合わせ先■ 町民福祉課 健康推進グループ （保健師）
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